
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人谷田部正の上告理由第一点について。

　しかし、罹災都市借地借家臨時処理法九条にいう疎開建物除却当時の同建物の借

主は、連合国軍によりその敷地が接収されていた間は（近く接収解除となるべきこ

とが明らかである場合のほか）敷地の借地権者に対し同条、同法三条による借地権

の譲渡の申出を有効にすることができなかつたものと解するのを相当とする。され

ば所論の点に関する原判決の判示は相当であつて、論旨は理由がない。

　同第二点は憲法二九条三項違反をいうが、右は単なる法令違反を前提とするもの

であつて、前提を欠き採用することができない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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